
Ⅳ． 第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様確定後の変更について

項
番

項 目
業務

コード
関係
業種

概要 変更時期

１ 修正申告控情報の帳票テ
ンプレートのラベル削除

ＡＭＣ 通関業 ＮＡＣＣＳ専用口座廃止に伴い、修正申告控情報（出力情報コード：ＳＡＤ４７
１１／ＡＡＤ４７１１）に延滞税が出力されるケースが無くなることから、帳票
テンプレートの「延滞税額合計」ラベルを削除する。なお、自社システム利用者
の影響を考慮し、出力項目の「関税延滞税額合計」及び「内国消費税等延滞税額
合計」は削除しない。

第６次ＮＡＣＣＳ
更改時（ＲＴから
変更反映）

2 本船・ふ中扱い承認通知
書の税関通知欄の記載内
容修正

ＨＦＣ
ＨＦＣ２０
ＨＦＸ

通関業 本船・ふ中扱い承認申請に係る根拠法令が法改正により変更となるため、本船・
ふ中扱い承認通知書（出力情報コード：ＳＡＬ０７７２）の「税関通知欄」の記
載を「関税法第６７条の２第２項の規定により、あなたが申請した貨物の本船・
ふ中扱いを承認します。」とする。

第６次ＮＡＣＣＳ
更改時（ＲＴから
変更反映）

3 包括保険本登録情報控の
帳票テンプレートへの文
言追加

ＨＫＡ 輸出入者
通関業
海貨業

輸出入者、通関業、海貨業が行う「包括保険確認登録（ＨＫＡ）」業務で入力者
に出力される包括保険本登録情報控（出力情報コード：ＣＡＤ０２２０）の帳票
テンプレートに固定文言（注意事項）を追加する。出力項目に変更はない。

第６次ＮＡＣＣＳ
更改時（ＲＴから
変更反映）

4 関税割当関連業務の
ｅｂＭＳ処理方式対応

ＴＱＡ
ＴＱＢ
ＴＱＣ
ＴＱＥ
ＩＴＱ

通関業
輸出入者

「関税割当証明書内容登録（ＴＱＡ）」業務、「関税割当証明書内容呼出し（Ｔ
ＱＢ）」業務、「関税割当証明書内容訂正（ＴＱＥ）」業務、「関税割当裏落数
量仮登録（ＴＱＣ）」業務及び「関税割当証明書内容照会（ＩＴＱ）」業務につ
いて、ｅｂＭＳ処理方式対応とする。

第６次ＮＡＣＣＳ
更改時（ＲＴから
変更反映）

5 認定通関業者用申告先官
署の自動補完機能

ＩＤＡ
他

通関業 非蔵置官署に申告する場合において、一の官署にのみ輸出入申告を行う認定通関
業者の利便性を考慮して、認定通関業者用申告先官署をあらかじめシステムに登
録することにより、輸出入申告のあて先官署に当該税関官署コードが自動補完さ
れる機能を提供する。

第６次ＮＡＣＣＳ
更改時（ＲＴから
変更反映）

6 ＮＡＣＣＳ用品目コード
の見直し

通関業 ＮＡＣＣＳ用品目コード（輸入）におけるオベリスク対象品目については、品目
改正、ＥＰＡ等の発効等により対象数が年々増加しており、品目管理や入力の煩
雑化を招いている。このため、業務仕様の一部変更を行い、オベリスク管理対象
品目の削減を実施する。

平成30年4月予定

既にＮＡＣＣＳ掲示板においてご案内していますが、第６次ＮＡＣＣＳの業務仕様の一部について下表のとおり変更があります
ので、改めてお知らせいたします。

Ⅳ-１．仕様変更の概要
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Ⅳ-２．修正申告控情報の帳票テンプレートのラベル削除

＜変更前＞ 修正申告控情報 帳票テンプレート ＜変更後＞ 修正申告控情報 帳票テンプレート

出力情報名（出力情報コー
ド）

修正申告控情報（ＳＡＤ４７１／ＡＡＤ４７１）

項番 欄 項目名
属
性

桁
繰
1

繰
2

条件
コード 参照する情報 出力条件／形式

29 申告者（入力）
an 12 C

輸出入者コード 修正申告ＤＢ 入力した申告者コードが変換された場合に出
力

30 輸入取引者（入力）
an 12 C

輸出入者コード 修正申告ＤＢ 入力した輸入取引者コードが変換された場合
に出力

31 関税増加税額合計
n 11 M

修正申告ＤＢ

32 関税延滞税額合計
予備 n 11 C

スペースを出力

33 内国消費税等増加税額
合計受入科目コード an 1 6 C

受入科目コード 修正申告ＤＢ

34 内国消費税等増加税額
合計受入科目名 j 22 * M

修正申告ＤＢ

35 内国消費税等増加税額
合計 n 11 * M

修正申告ＤＢ

36 内国消費税等延滞税額
合計 予備 n 11 * C

スペースを出力

37 構成枚数
n 2 M

修正申告ＤＢ 申告控情報の構成枚数を出力

38 申告欄数
n 2 M

修正申告ＤＢ 修正申告の欄数を出力

39 50
99

欄番号
n 2 M

修正申告ＤＢ

＜変更後＞ 修正申告控情報 出力項目表（抜粋）

本船・ふ中扱い承認申請に係る根拠法令の改正を踏まえ、本船・ふ中扱い承認通知書（出力情報コード：ＳＡＬ０７７２）の

「税関通知欄」の記載を変更します。出力情報及び文言は以下のとおりです。

変更後の出力文言

関税法第６７条の２第２項の規定により、あなたが申請した貨物の本船・ふ中扱
いを承認します。

出力情報名
出力情報
コード

業務コード

本船・ふ中扱
い承認通知

ＳＡＬ０７
７

ＨＦＣ（本船・ふ中扱い承認申請）
ＨＦＣ２０（本船・ふ中扱い承認申請（事項登
録あり））
ＨＦＸ（本船・ふ中扱い承認申請審査終了）

この部分の文言を右レイアウトのように
変更する予定です。

Ⅳ-３．本船・ふ中扱い承認通知書の税関通知欄の記載内容修正

【次期ＮＡＣＣＳ修正後出力案】

当該レイアウトは現時点の修正案です。修正後の確定レイアウトは、

後日変更後の業務仕様書をＮＡＣＣＳ掲示板に掲載いたしますので、

ご確認下さい。
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日本損害保険協会様から、包括保険の登録依頼者に対して注意喚起を促すための文言を追加して欲しい旨の要望があったこ

とから、「包括保険確認登録（ＨＫＡ）」業務実施時に出力する帳票の一部変更を行います。出力情報レイアウト及び追加す

る文言は以下のとおりです。

追加する出力文言

〈注意事項〉
今後、包括保険の適用終了時や包括保険登録情報の内容に変更が生じ
た場合は、輸入者は登録内容の変更手続きを行う必要があるため、損
害保険会社へ内容の修正を依頼してください。

出力情報名
出力情報
コード

業務コード

包括保険
本登録情報控

ＣＡＤ０２２0 ＨＫＡ（包括保険確認登録）

〈注意事項〉
今後、包括保険の適用終了時や包括保険登録情報の内容に変更が生じた場合は、
輸入者は登録内容の変更手続きを行う必要があるため、損害保険会社へ内容の
修正を依頼してください。

この部分へ出力します。

Ⅳ-４．包括保険本登録情報控の帳票テンプレートへの文言追加

【参考１】損害保険会社に対する仮事項登録依頼について

１．損害保険会社向け依頼書

損害保険会社への包括保険の仮事項登録を依頼する際は、

各損害保険会社所定の書式に必要事項を記載し、提出する必

要があります。

詳細については、ご契約先の損害保険会社にご確認くださ

い（「輸入者から損害保険会社への仮事項登録依頼（例）」

参考にお示しします。）。

＜輸入者→損保への仮事項登録依頼（案）＞ 

 

○○保険会社御中 

 

以下のとおり、輸入通関における包括保険の NACCS システムへの仮事項登録を依頼します。 

 

１．輸入者    ： ▲▲株式会社 

２．依頼内容   ： 新規・料率変更・訂正・適用終了 

３．登録期限   ： ○月○日まで（適用終了の場合は適用終了日） 

４．輸入者コード ： ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

５．包括申請番号 ： ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ（新規の場合は不要） 

６．貨物輸送形態 ： 海上のみ、海上・航空、航空のみ 

７．保険料算出時点： 評価計算前、評価計算後※ 

８．保険識別   ： Ｃ＆Ｆ、ＦＯＢ※ 

９．備考（包括保険申請の対象とする物流、見積もり No.等）： 

 

仮事項登録完了後、NACCS システムより出力される仮事項登録情報控を本メールの返信にて送

付願います。仮事項登録情報の内容を確認し、当社の責任にて本登録処理を行います。 

 

また、当社は以下について同意します。 

・貴社との保険契約内容を NACCS システムへ登録すること 

・今後、包括保険の適用終了時や包括保険登録情報の内容に変更が生じた場合は、登録内容

の変更を依頼すること 

 

▲▲株式会社 物流部 ○○ 

 

※補足説明 

１．保険料算出時点 

  「評価前」：通常どおり、Invoice に記載された C&F や FOB の金額を基準額として、保険料を算出する場合。（関

税評価の原則に基づき、課税価格を決定する方法）  

  「評価後」：Invoice 上の C&F や FOB 金額以外を基準額として保険料を算出する場合 

      （例）加工一貫貿易等の輸入のように、Invoice 上は加工賃しか記載されていないが、貨物  保険は、原

材料価格等を加算した上で保険金額を設定している場合 など  

 

２．保険識別  

  「Ｃ＆Ｆ」：C&F を基準額とし、これに保険料指数を乗じて保険料を算出する場合 

  「ＦＯＢ」：FOB を基準額とし、これに保険料指数を乗じて保険料を算出する場合  

                           以 上 
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【参考２】ＮＡＣＣＳ参加予定の損害保険会社等について

２．第６次ＮＡＣＣＳに参加予定の損害保険会社

第６次ＮＡＣＣＳに参加を予定している損害保険会社は以下のとおりとなっています（平成29年3月22日時点）。

なお、今後参加する損害保険会社については、次期ＮＡＣＣＳ掲示板でご案内いたします。

項番 損害保険会社名

１ ＡＩＵ損害保険株式会社

２ 共栄火災海上保険株式会社

３ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

４ チューリッヒ保険会社

５ 東京海上日動火災保険株式会社

６ 三井住友海上火災保険株式会社

３．次期ＮＡＣＣＳ掲示板での案内

ＮＡＣＣＳにご参加いただく損害保険会社については、随時、次期ＮＡＣＣＳ掲示板においてご案内いたしますが、同掲示板掲載に

あたっては、各損害保険会社の連絡先等の情報等も含めて一覧形式で提供する方向で検討を進めています。

具体的に掲載する内容については、今後、損害保険会社と協議のうえ、決定することとしています。

（５０音順、平成29年3月22日時点）

Ⅳ-５．関税割当関連業務のｅｂＭＳ処理方式対応

業務
仕様
書番
号

業務
コード

業務名

入力者
ｅ
ｂ
Ｍ
Ｓ
対
応

（
入
力
）

出力情報名 出力情報コード

出力先
ｅ
ｂ
Ｍ
Ｓ
対
応

（
出
力
）

備考
税
関

輸
出
入
者

通
関
業

税
関

輸
出
入
者

通
関
業

5051 ＴＱＡ 関税割当証明書内容登録
○ ○ ●

関税割当証明書内容登録控情報 ＣＡＤ００７０
○ ○ ●

5052 ＴＱＥ 関税割当証明書内容訂正
○ ○ ●

関税割当証明書内容訂正控情報 ＣＡＤ００８０
○ ○ ●

5053 ＴＱＣ 関税割当裏落内容仮登録
○ ○ ●

関税割当裏落内容仮登録控情報 ＣＡＤ００９０
○ ○ ●

5056 ＴＱＢ 関税割当証明書内容呼出し

○ ○ ○ ●

関税割当証明書内容訂正情報 ＣＡＤ０１４０

○ ○

●

関税割当裏落内容登録情報 ＣＡＤ０１５０ ●

5057 ＩＴＱ 関税割当証明書内容照会
○ ○ ○ ●

関税割当証明書（裏落）内容照会情報 ＣＡＤ０１７０
○ ○ ●

5054 ＣＱＡ 関税割当証明書内容確認
○

関税割当証明書登録通知情報 ＣＡＤ０１１０
○ ○ ●

ＴＱＡ業務の
入力者に配信

5055 ＣＱＣ 関税割当裏落内容税関確認後
訂正確認

○
関税割当裏落内容税関確認後訂正確認
結果通知情報

ＣＡＤ０１３０
○ ○ ●

ＴＱＥ業務の
入力者に配信

下表の「ｅｂＭＳ対応」欄に「●」を付した業務及び出力情報について、新たにｅｂＭＳ処理方式に対応いたします。
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Ⅳ-６．認定通関業者用申告官署の自動補完機能について（１）

１．概 要

輸出入申告官署の自由化の実施に伴い、認定通関業者は貨物の蔵置場所を管轄する税関官署（以下「蔵置官署」という。）以外の官署

（以下「非蔵置官署」という。）に対して、輸出入申告が可能となります。ＮＡＣＣＳでは申告業務のあて先官署に税関官署コードを入力

しない場合は、システムで蔵置官署の税関官署コードが自動補完されるため、非蔵置官署に申告する場合は、輸出入申告の都度あて先官署

に非蔵置官署の税関官署コードを入力する必要があります。このため、一つの官署にのみ輸出入申告を行う認定通関業者の利便性を考慮し

て、認定通関業者用申告先官署をシステムに登録することにより、輸出入申告のあて先官署に当該税関官署コードが自動補完される機能を

提供します。

２．官署決定の優先順位

輸出入申告業務において、あて先官署等の入力内容により以下（１）（２）の順で申告官署が決定されます。

（１）あて先官署に税関官署コードを入力した場合は、入力された官署とします。なお、一般の通関業者が通関予定蔵置場を管轄する税

関官署と異なる官署を入力した場合は、輸出入者がＡＥＯ輸出入者である場合等を除き業務がエラーとなります。

（２）あて先官署コードを入力しない場合は、以下の①から③の順で申告官署が決定されます。

①「申告先種別コード」欄に「T（特別通関貨物）」を入力した場合は、通関予定蔵置場を管轄する特別通関貨物を受け付ける官署と

します。「R（緊急通関貨物）」を入力した場合は、通関予定蔵置場を管轄する官署とします。

② 以下の条件をすべて満たす場合は、認定通関業者用申告官署とします。

・申告等予定者又は入力者が認定通関業者であること。

・申告等予定者又は入力者について認定通関業者用申告官署がシステムに登録されていること。

③ 通関予定蔵置場を管轄する申告官署とします。

Ⅳ-６．認定通関業者用申告官署の自動補完機能について（２）

３．対象業務

・「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務

・「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務

・「石油製品等（総保出）輸入申告事項登録（ＭＷＡ）」業務

・「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務

・「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務

・「輸出取止め再輸入申告事項登録（ＥＥＡ）」業務

・「機用品蔵入等承認申請事項登録（ＣＴＡ）」業務

・「輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ）」業務

・「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）」業務

・「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請（ＭＡＦ）」業務

・「本船・ふ中扱い承認申請事項登録（ＨＦＡ）」業務

・「本船・ふ中扱い承認申請（ＨＦＣ）」業務

４．本機能利用のための手続き等

認定通関業者用申告官署をあらかじめシステムに登録したい認定通関業者は、次の（１）留意事項を確認の上、（２）のとおりＮＡ

ＣＣＳセンターにお申し込みください。

（１）申込み上の留意事項

① 本機能は認定通関業者のみ利用可能です。

② 全国の通関官署を設定可能ですが、航空貨物及び海上貨物の通関官署をそれぞれ設定する必要があります。

③ ＮＡＣＣＳの組込日は１月、４月、７月及び10月の各月初回システム登録日の年４回です。

④ 設定した申告官署コードは、官署の統廃合、認定通関業者の認定取り消し等により変更・削除しなければならない場合を除き、原

則変更できません。
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Ⅳ-６．認定通関業者用申告官署の自動補完機能について（３）

（２）申込方法

① 「認定通関業者用申告官署調査票」に必要事項を入力のうえ提出期限までにＮＡＣＣＳセンターに提出してください。

なお、設定した内容の変更及び削除をしたい場合は、同調査票に必要事項及び変更・削除理由を記載のうえＮＡＣＣＳセンターに

提出してください。

② 提出期限は各システム設定日1週間前までとします（具体的な期限は掲示板を参照してください。）。

③ 調査票は以下のアドレスにメールで送付してください。

システム登録日が平成29年10月８日まで：（Eメール）jiki-riyou@naccs.jp

システム登録日が平成30年１月４日以降 ：（ＦＡＸ） 0120-794522

システム設定書類締切日 システム登録日 第６次ＮＡＣＣＳ反映日等

平成29年５月17日 平成29年６月１日 総合運転試験 フェーズⅠから

平成29年６月16日 平成29年７月３日 総合運転試験 フェーズⅢから

平成29年８月28日 平成29年10月８日 稼働日から

（第６次ＮＡＣＣＳ稼働後）
システム登録日の２週間前

（平成30年１月以降）
１月、４月、７月、１０月の

初回登録日
システム登録日から

（参考）認定通関業用官署のスケジュール

Ⅳ-６．認定通関業者用申告官署の自動補完機能について（４）

本機能の利用申込及び変更・削除に係る調査票は以下のとおりです。
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第６次に係る利用申込、システム
設定手続に関するページ

認定通関業者用申告官署調査票の掲載場所は、以下のと
おりNACCS掲示板に掲載しています。

【ＮＡＣＣＳ掲示板 トップページ】

ＮＡＣＣＳ 検索http://www.naccscenter.com
/

又は、

・
・
・

第６次利用申込手続

「次期（第６次）ＮＡＣＣＳ利用申込手続き」

◆新着情報

◆次期（第６次）システム設定関係

・保税蔵置場調査票 ブランクフォーム 記載例

・船会社調査票 ブランクフォーム 記載例

・ＣＹ調査票 ブランクフォーム 記載例

・輸出許可通知情報等の二重出力に係る調査票（航空用、海上用）ブランクフォーム 記載例

・輸入許可通知情報等の二重出力に係る調査票（航空用、海上用）ブランクフォーム 記載例

・認定通関業者用申告官署調査票 ブランクフォーム 記載例
システム設定書類の記載例、ブランク
フォーム等を掲載。

Ⅳ-６．認定通関業者用申告官署の自動補完機能について（５）

認定通関業者用申告官署調査票の掲載場所

・
・
・

Ⅳ-７．ＮＡＣＣＳ用品目コードの見直し（１）

区 分 概 要

１．個別検討事項 ＮＡＣＣＳ用品目コード（輸入）におけるオベリスク対象品目（※１）の削減（見直し）

２．見直しの経緯 ＮＡＣＣＳ用品目コード（輸入）におけるオベリスク対象品目については、品目改正、ＥＰＡ等の発効
等により対象数が年々増加しており、品目管理や入力の煩雑化を招いている。このため、業務仕様の一
部変更を行い、オベリスク管理対象品目の削減を実施する。【官要望案件】

現在のオベリスク対象品目数：７５３品目
（ＮＡＣＣＳ用品目コード（輸入）９桁ベース：平成29年１月現在）

３．第６次ＮＡＣＣＳ
変更仕様案

以下のオベリスク対象品目について削減（見直し）を行い、これに伴う運用（入力方法）等の見直しを
行うこととする（平成30年4月予定）。

①医薬品関税相互撤廃該当品目（ＩＮＮ対象品目 ※２）
削減対象品目数：２４６品目

②消費税非課税対象品目（※３）
削減対象品目数：３００品目

③数量に基づく特別緊急関税（数量ベースＳＳＧ ）対象品目
削減対象品目数：１５０品目（※４）

・①及び②については、既存項目に該当品目であることのコードを入力することにより税率を決定する
よう仕様変更を行う。

・③については、税率のシステム設定を変更することにより対応（運用対処）。

※１：日本関税協会発行の実行関税率表の「ＮＡＣＣＳ用欄」に†、†１等が記載されている品目であり、当該対象品目を「輸入申告事項登録
（ＩＤＡ）」業務等において使用する際には、ＮＡＣＣＳ掲示板の業務コード集及び実行関税率表附表に記載の「ＮＡＣＣＳ用品目コード」参照し
入力する。

※２：世界保健機関の「国際一般名称（ＩＮＮ）」を有する医薬の有効成分であって、 ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の附属書（医薬品関係）の付表で
指定するもの

※３：消費税法第６条等の規定により、消費税非課税と規定されている品目
※４：関税暫定措置法別表１の６に掲げる品目で、同法第７条の３発動後のもの
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＜現状＞医薬品関税相互撤廃該当品目（ＩＮＮ対象品目）については、ＩＮＮ対象品目用コードを便宜的に分割して設定し、当該コー
ドを入力している。

＜見直し案＞ＩＮＮ対象品目用の関税減免税コードを新設し、分割した品目コードを削除し、これに変えて輸入統計用品目コード、
及び新設する関税減免税コードを入力する。

≪通関業者≫

≪通関業者≫

現行と同様に関
税率「FREE」

ＩＮＮ対象品目用の
分割コードを入力

輸入統計用品目コードを入力

【入力画面イメージ】

【出力画面イメージ】

【入力画面イメージ】
【出力帳票イメージ】

【設定イメージ】
輸入統計用品目コード（ＷＴＯ協定税率3.3％）

ＩＮＮ対象品目用の分割コード（ＷＴＯ協定税率ＦＲＥＥ ）

ＩＮＮ対象品目用の分割
コードを削除

【設定イメージ】

関税率「FREE」

新設するＩＮＮ品目用の関税減免税
コード「INN(仮)※２」を入力

(※２)
輸入申告（沖縄特免）業務（ＯＴＡ）
は、「関税減免税コード」欄が存在し
ないため、「ＩＮＮ対象識別」欄を新
規追加することで対応。

また、蔵入、移入、総保入等の申請業
務（ＩＤＡ）についても「関税減免税
コード」欄が存在しないため、当該
コード欄を追加することで対応。
（ＩＮＮ用の関税減免税コードのみ入
力可能とする．）

① 医薬品関税相互撤廃該当品目（ＩＮＮ対象品目）の見直し

Ⅳ-７．ＮＡＣＣＳ用品目コードの見直し（２）

＜現状＞ 消費税非課税対象品目については、消費税非課税対象品目用コードを便宜的に分割して設定し、当該コードを入力している。

＜見直し案＞ 消費税非課税対象品目用の内国消費税等種別コードを新設し、分割した品目コードを削除し、これに変えて輸入統計用品目
コード、及び新設する内国消費税等種別コードを入力する。

≪通関業者≫

消費税非課税対象品目用の分
割コードを入力

消費税非課税対象品目については、特に消費税に
関する出力がされない仕様（消費税に係る課税計
算は行わない仕様）となっている（共通部への出
力、及び欄部への「FREE」等も出力されない。）。

内消税等種別欄は
入力不要

輸入統計用品目コードを入力

新設する消費税非課税対象品目
用の内国消費税等種別コード
「F0（エフゼロ）」を入力

消費税非課税対象品目用の分割コード（消費税非課税）

【入力画面イメージ】

【出力画面イメージ】

【設定イメージ】

【設定イメージ】
消費税非課税対象品目用の分割コードを削除

【入力画面イメージ】

≪通関業者≫

輸入統計用品目コード（消費税：８％）

【出力画面イメージ】

「内国消費税等種別」欄に消費税非課税であることを示
す（「F0」）のみを出力し、現行と同様に課税計算は行
わない仕様とする。また、共通部への出力についても、
現行と同様に行わない仕様とする。

② 消費税非課税対象品目の見直し

Ⅳ-７．ＮＡＣＣＳ用品目コードの見直し（３）
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＜現状＞ 数量ベースＳＳＧ対象品目※については、数量ベースＳＳＧ対象品目用コードを便宜的に分割して設定し、ＳＳＧ発動後におい
ては、当該ＳＳＧ発動後は当該コードを入力している。

＜見直し案＞ 輸入統計用品目コードについて、ＳＳＧ発動時にＮＡＣＣＳ側で税率設定の変更を実施することとし、分割した品目コード
を削除する。ＳＳＧ発動後においても輸入統計用品目コードを入力する。

≪通関業者≫

≪通関業者≫

ＳＳＧ発動後はＳＳＧ用の
分割コードを入力

輸入統計用品目コードを入力
ＳＳＧが発動していなければ
通常の税率が、ＳＳＧが発動していれば
ＳＳＧ発動後の税率が取得される

ＳＳＧ発動後の税率が
取得される

【入力画面イメージ】
【出力画面イメージ】

【出力画面イメージ】【入力画面イメージ】

【設定イメージ】

【設定イメージ】

数量ベースＳＳＧ対象品目用の分割コード（ＳＳＧ発動後）

数量ベースＳＳＧ対象品目用の分割コードを削除

ＳＳＧ発動時には、当該コードに対しＮＡＣＣＳ側で税率変更を行う
（ＳＳＧ発動後の税率に設定変更）

輸入統計用品目コード（ＳＳＧ発動前）

③ 数量に基づく特別緊急関税（数量ベースＳＳＧ ）対象品目の見直し

Ⅳ-７．ＮＡＣＣＳ用品目コードの見直し（４）
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